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退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則の一部を改正

する規則 

退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則（平成２２年川崎

市人事委員会規則第１５号）の一部を次のように改正する。 

 第１５条第３項中「第２条第２項ただし書」を「第２条第２項」に、「掲示

場に掲示して」を「川崎市公報に登載して」に、「掲示された」を「登載した

」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年５月２１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の規則第１５条第３項の規定は、この規則の施行の日以後にする文

書の送付について適用し、同日前にした文書の送付については、なお従前の

例による。 

  

 


